
レッド区域内における建築物に対する建築基準法の適用についての考え方 
 
【イメージ図：建築基準法第６条１項４号の建築物（木造２階建住宅等）】 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 建築物 敷地過半 建築確認 構造規制 

① レッド区域外   不要 適用外 

② レッド区域内   必要 適用 

③ レッド区域内 レッド区域  必要 適用 

④ レッド区域外 レッド区域  不要 適用外 

⑤ レッド区域外   不要 適用外 

⑥ レッド区域内   不要 適用 

⑦ レッド区域内 レッド区域 都市計画区域 必要 適用 

⑧ レッド区域内  都市計画区域 必要 適用 

⑨ レッド区域外 レッド区域 都市計画区域 必要 適用外 

⑩ レッド区域内 レッド区域  必要 適用 

⑪ レッド区域内 レッド区域 都市計画区域 必要 適用 

⑫ レッド区域外  都市計画区域 必要 適用外 
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